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農地整備課
　
１　原材料支給の対象
　農地の保全と高度利用を目的とした農道および用排水路等の施設を対象としますが、次の各号のいずれかに該当するものは除きます。
　①　公道（市道、県道、国道）にあたる場合。
　②　家庭雑排水等の汚水処理を目的とする場合。
　③　受益者が２人（災害復旧にあっては１人）に満たない場合。
　④　受益農地が５アールに満たない場合。

２　支給材料
　支給する材料は、簡易な工事でできるものとし、１回の支給量は概ね５０万円を限度とします。例えば、次のような資材をいいます。
　農道の場合　砕石、山砂など
　用排水路等の施設の場合　U字溝、桝、セメント、土のう袋、木杭など

３　申請手続の方法
　材料支給を申請しようとする者（以下「申請者」という）はあらかじめ現地調査をして現況写真をとり、別に定める土地改良原材料支給申請書（豊田市長宛）を農地整備課に提出してください。
　また、申請者は自治区長及び土地改良区理事長を原則とします。

４　支給決定および決定連絡
　土地改良原材料支給申請書を受理したときは、必要があれば農地整備課の職員が現地調査をし、支給の適否と支給資材、支給量を予算の範囲内において決定し、その旨を申請者に連絡します。

５　工事施工
　申請者は、材料の支給を受けた日から３ヶ月以内に工事を完了してください。

６　完了報告
　申請者は、工事が完了したときは、１０日以内に完了写真をとり、別に定める原材料支給品完了報告書（豊田市長宛）に写真を貼り付けて農地整備課に提出してください。

７　完了確認　
　原材料支給品完了報告書を受理したときは、これを確認し不良箇所のあるときは、改善を指示します。

８　支給原材料の返還
　市長は、工事がなされていないときは、支給された材料の全部または一部を返還させることができます。よって、この場合、市が指定した場所に申請者の責任において返還していただきます。
